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１ 長崎市第五次総合計画とは 
 

（１）長崎市第五次総合計画とは 

長崎市第五次総合計画は、令和４年度から令和 12 年度までを計画期間とする市

政運営上最上位の計画であり、持続可能な行政運営の指針となるものです。また、

行政のみならず、市民や企業、大学など様々なまちづくりの担い手（以下「市民等」

という。）にとっての活動指針ともなる「市民等と共有し、共に取り組む計画」とし

て策定しています。 

 

（２）長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略とは 

まち・ひと・しごと創生総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法に基づき、人口

減少の克服と地域活力の向上に向け、めざすべき姿や基本的な考え方、基本目標な

どを定めるものです。 

 

（３）総合計画・総合戦略の統合について 

 市政運営上最上位の計画である総合計画と人口減少対策・地方創生に主眼を置い

た総合戦略に掲げる施策を一体的に推進していくため、今回、後期基本計画を策定

するタイミングで、総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略を統合することと

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 

実施計画 

基本構想は、長崎市における将来の
都市像やそれを実現するためのまち
づくりの方針等を明らかにした行政
と市民等の共通の指針で、計画期間
を９年としています。 
（令和 3 年 3 月策定済） 

実施計画は、基本計画・総
合戦略において定めた各
種施策を達成するための
具体的な事業計画を示す
ものです。 
計画期間は３年とし、実効
性の確保や時代の変化に
受難に対応するため、毎年
度事業の評価、検証を行い
ながらローリング方式に
より毎年度見直します。 

【第五次総合計画の構成及び期間】 

 

基本計画 

総合戦略 

今回、この基本計画（後期）・

総合戦略についてご意見を

お伺いしております。 

基本計画は、基本構想におい
て定めたまちづくりの方針
等を達成するための各種施
策を体系づけるとともに、施
策ごとのめざす姿、目標値を
示すもので、前期４年、後期
５年に分けて策定すること
としています。 

総合戦略は、人口減少の克服と地
域活力の向上に向け、めざすべき
姿や基本的な考え方、基本目標な
どを定めるものです。基本目標ご
とに、基本的方向や意識すべき視
点、具体的施策、目標値を示してい
ます。 
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〈総合計画・総合戦略の期間〉 
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基本構想（９年間） 

前期基本計画（４年間） 
後期基本計画（５年間） 

第３期総合戦略（５年間） 

実施計画（３年計画・毎年度見直し） 

第２期総合戦略（６年間） 
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２ 第五次総合計画の体系図

【まちづくりの基本姿勢】
●つながりと創造で新しい長崎へ
市民等がお互いにつながることで、まち全体
がネットワーク化し、文化や産業等の長崎市
が持つ様々な価値を高めながら、世界にも通
用する新たな価値や仕組みを創造していくと
いう姿勢でまちづくりを進める

【めざす都市像】

★個性輝く世界都市

★希望あふれる人間都市
●「世界都市」とは
平和、交流、産業などを通して長崎なら
ではの価値を世界に向けて発信すると
ともに、長崎にしかできない役割を果た
し、世界に貢献することで、「世界のナガ
サキ」としてキラリと光る存在感のある
都市の姿

●「人間都市」とは
人間性が尊重され、お互いの個性を認
め合い、他者を思いやり支え合いなが
ら、子どもから高齢者までライフステー
ジに応じてだれもが豊かでいきいきと、
幸福に暮らせる都市の姿

まちづくりの方針【８項目】

【めざす2030年の姿】
「世界都市」「人間都市」だけでは、計画期間中にめざすところが曖昧との市民の声を受け、計画の最終年度であ
る2030年度までにめざす状態を、市民等が少しでも具体的にイメージしやすいように描いておく「まちの姿」

【キーワード】
☞QOL（生活の質）
☞ダイバーシティ（多様性）
☞テクノロジー（科学技術）
☞サステナビリティ（持続可能性）
☞レジリエンス（しなやかな強さ）

【めざす2030年の姿】

・みんなでつながって、
暮らしやすさをつくり続
けています

・産業がもたらす活力と技
術の進歩を取り入れ、生
活の質が高まっています

・交流の歴史に培われた
多様な魅力で人を惹きつ
けています

・平和な世界、持続可能な
世界の実現に貢献してい
ます

後期基本計画の施策（案） 【27項目】

A1 地域の個性を守り、伝え、活かします

A2 交流のための都市機能を高め、賑わいを創出し、観光まちづくりを進めます

A3 国際交流を推進し、互いの文化を理解することで、国際性を豊かにします

B1 被爆の実相を伝え続けます

B2 核兵器廃絶の実現に向け行動するとともに、平和の文化を醸成します

C1 地場事業者の成長を支援します

C2 新たな産業活力を生み出します

C3 水産農林業を環境変化に強く次世代につながる持続可能な産業にします

D1 ゼロカーボンシティ長崎の実現に向けた取組みを進めます

D2 自然環境や資源を守り大切にする社会の実現に向けた取組みを進めます

E1 地域の連携・協力を促進し、防災体制を充実します

E2 犯罪、事故などのトラブルに遭わない地域をつくります

E3 快適な暮らしやすい市街地を形成します

E4 移動しやすい環境をつくります

G1 新たな時代を生き抜く子どもを育みます

G2 だれもが生涯を通じていきいきと学べる社会をつくります

G3 スポーツ・レクリエーション活動を推進します

G4 芸術文化あふれる暮らしを創出します

H1 多様な主体が情報共有しながら参画と協働によるまちづくりを進めます

H2 市民に信頼される市役所にします

F1 人権が尊重され、様々な分野で男女が参画するまちづくりを進めます

F2 高齢者が安心して自分らしい暮らしを続けられる地域づくりを進めます

F3 障害者が安心して自分らしく暮らせるまちづくりを進めます

F4 こどもが夢や希望を持って健やかに成長できるまちづくりを進めます

F5 原爆被爆者等の援護を充実します

F6 生活困窮者等に必要な支援を充実します

F7 こころもからだも健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます

E：私たちは「だれもが安全安心で快適に暮ら
し続けられるまち」をめざします

F：私たちは「みんなで支え合い、だれもが健
康にいきいきと暮らせるまち」をめざします

D：私たちは「環境と調和した持続可能なま
ち」をめざします

C：私たちは「人や企業に選ばれ、産業が進化
し続けるまち」をめざします

B：私たちは「平和を愛し、平和の文化を育む
まち」をめざします

A：私たちは「独自の歴史・文化を活かし、多
様な交流と満足を生み出すまち」をめざしま
す

G：私たちは「未来を創る人を育み、だれもが
学び、楽しみ続けられるまち」をめざします

H：私たちは「参画と協働によるまちづくりと
確かな行政経営を進めるまち」をめざします
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３-１ 後期基本計画の構成と見方①

2030年度にめざす姿
基本施策を推進する
ことにより「なにが
どうなっている」状
態をめざすのかを記
載しています。

施策
まちづくりの方針に基づいた施策
を記載しています。

所管課
各施策をとりまと
める所属を記載し
ています。

基準値
目標値を設定する際
の基準となる数値を
記載しています。
原則、直近値を設定
しています。

目標値
2030年度の目標値を
記載しています。

現状分析
「うまくいっている
こと、強み、チャン
ス」を以下の視点か
ら記載しています。
●施策達成に向けて、
予定どおり、もしく
はより好調に進んで
いること
●他市や他の組織に
比べ、市が有してい
るポテンシャル（プ
ラスの影響を与える
要素）
●組織の取組みに
よってはコントロー
ルできないプラスの
影響を与える環境・
物事・タイミング

現状分析
「うまくいっていな
いこと、弱み、脅
威」を以下の視点か
ら記載しています。
●想定した施策達成
に向けたスピードよ
りも遅れているこ
とや予定どおりの成
果が出ないと想定さ
れること
●他市や他の組織に
比べ市役所が抱えて
いる問題や障害と
なるもの
●組織の取組みに
よってはコントロー
ルできないマイナス
の影響を与える環
境・物事・タイミン
グ

取組みの方向性
2030年度にめざす姿を実現するための取組みに関する具体的
な方針を記載しています。

成果指標
施策の成果を客観的
な数値で測るための
指標を記載していま
す。
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関連するＳＤＧｓ
ＳＤＧｓの17の
ゴールのうち、施
策内容に関連する
ゴールを記載して
います。

施策イメージ画像
施策内容に関連した
写真やパースなどを
掲載しています。

連携して進める
主な施策
総合計画の施策
間で連携して取
り組むことによ
り、相互の施策
の効果が増幅す
る施策を記載し
ています。

関連する総合戦略
総合計画の理念を踏まえつつ、人口減少対策と地方創
生に焦点を当てた「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」と相互に連携し、取組みを効果的に推進するため、
総合計画に関連する総合戦略の施策を記載しています。

３-１ 後期基本計画の構成と見方②
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３-２ 総合戦略の構成と見方

基本的方向
基本目標を推進する
にあたり、市が取組
を進める基本的な方
向性を記載していま
す。

基本目標
めざすべき姿を実現するために定
めた３つの基本目標を記載してい
ます。

所管課
各目標をとりまと
める部会長を記載
しています。

基準値
目標値を設定する際
の基準となる数値を
記載しています。
原則、直近値を設定
しています。

目標値
2030年度の目標値を
記載しています。

取り組むうえで意識
すべき視点
基本目標を推進する
にあたり、市が取り
組みを進めるうえで、
意識すべき視点を記
載しています。

具体的施策すべき視
点
基本目標を推進する
ために市が実施する、
具体的な施策と取組
内容を記載していま
す。

総合計画と相互に連携し、取組みを効果的に推進するため、
具体的施策ごとに関連する総合計画の施策を記載しています。
総合計画の施策については、右下に詳細を記載しています。

総括指標
具体的施策の成果を
客観的な数値で測る
ための指標を記載し
ています。

関連する総合計画
具体的施策ごとに記載している関連する総合計画の施策の詳細を記載しています。6
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